
 

令和８年度(２０２６年度) 札幌市立新琴似北中学校 

部活動に係る活動方針 

１ 部活動の意義 

部活動については、学習指導要領において、「生徒の自主的、自発的な参加により 行わ

れる部活動については、スポーツや文化、科学等に親しませ、学習意欲の向上や 責任感、連

帯感の涵養等、学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであり、 学校教育の一環と

して、教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際、学校 や地域の実態に応じ、

地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各 種団体との連携などの運営上

の工夫を行い、持続可能な運営体制が整えられるよう にすること」と位置付けられている。 

少子化が進み、学校規模が小さくなっていく中、将来にわたって生徒がスポーツや 文化

芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保していくためには、部活動の 改革に取

り組む必要があり、「地域の子どもたちは、学校を含めた地域で育てる」とい う意識の下、

生徒の望ましい成長を保障できるよう、地域の持続可能で多様な環境を 一体的に整備して

いくことが求められている。 

加えて、令和６年１２月には、部活動改革に伴い学習指導要領解説の一部が改訂さ れ、

学校と地域クラブの連携、部活動の位置付け(部活動は法令上の義務として行わ れるもので

はなく、学校の判断により実施しないこともあることなど)、多様な生徒や ニーズへの配慮

などについて新たに追記された。 

本校においては、このような全国的な部活動に関わる状況の変化を踏まえながら、 次年

度も引き続き、複数校合同チームや学校間連携方式、多種の外部人材活用など の札幌市の制

度を活用するとともに、地域クラブとの連携を図る中で、子どもたちの 活動機会をできるだ

け奪わないように対応していきたい。 

(１)部活動の価値 

➢ 部活動は、スポーツ・文化芸術活動に興味・関心のある同じ志をもつ生徒が自 

主的・自発的に参加し、各顧問の指導の下、学校教育の一環として行われ、教 師の

支えにより、日本のスポーツ・文化芸術振興を担ってきた。 

➢ また、体力や技能の向上を図る目的以外にも、異年齢との交流の中で、生徒同 

士や生徒と教師等との好ましい人間関係の構築を図り、学習意欲の向上や自 己肯定

感、責任感、連帯感の涵養に資するなど、学校という環境における生徒 の自主的で

多様な学びの場として、かけがえのない教育的意義を有してきた。 

(２)時代の変遷 

➢ 年々、少子化や学校の小規模化が進展する中、学校部活動を従前と同様の体 

制で運営することは難しくなってきており、本校においても現状の部活動の存 

続が年々難しくなっている。 

➢ 同時に、部活動の指導を希望する教員の減少や教員の高齢化、教員不足が常 

態化している中、専門性や意思にかかわらず教師が顧問を務める指導体制を 継続す

ることは持続可能とは言えず、大切な部活動を継続してくためにも改革 が必要であ

る。 

(３)部活動を維持していくための工夫 

➢ このような中にあっても、生徒の部活動を維持継続し、豊かなスポーツ・文化芸 

術活動を実現するためには、学校と地域との連携・協働により、学校部活動の 在り

方に関する改革に取り組む必要がある。スポーツ庁、文化庁では、生徒や 保護者の

負担に十分配慮しつつ、持続可能な活動環境を整備するために令和 ４年１２月には

「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総 合的なガイドライン」

を策定している。 

➢ 本校としても、このような部活動改革の流れを踏まえた上で、国や札幌市の考 

え方に則り、生徒にとって貴重な学びの場である部活動を将来にわたって維 持・継

続していくために次のような対応を検討していく必要がある。 

➢ スポーツ庁・文化庁から示された令和４年１２月のガイドラインから 

◇ 学校、教育委員会の方針に則り、毎年度、「学校の部活動に係る活動方 

針」を策定する。部活動顧問は、年間の活動計画(活動日、休養日及び参 加予定

大会日程等)並びに毎月の活動計画及び活動実績(活動日時・場 所、休養日及び

大会参加日等)を作成し、活動方針、活動計画及び活動 実績を学校のホームペー

ジへの掲載等により公表する。 

◇ 教師だけでなく、部活動指導員や外部指導者など適切な指導者を確保し 

ていくことを基本とし、生徒や教師の数、部活動指導員の配置状況を踏ま え、

指導内容の充実、生徒の安全の確保、教師の長時間勤務の解消等の 観点から円

滑に学校部活動を実施できるよう、適正な数の学校部活動を 設置する。 

◇ 毎月の活動計画及び活動実績の確認等により、学校部活動の活動内容 

を把握し、生徒が安全にスポーツ・文化芸術活動を行い、教師の負担が 過度と

ならないよう持続可能な運営体制が整えられているか等について、 適宜、指導・

是正を行う。 

◇ 「学校の部活動に係る活動方針」の策定に当たっては、学校の設置者が 策定した

方針に則り、学校部活動の休養日及び活動時間等を設定し、公 表する。また、

各部の活動内容を把握し、適宜、指導・是正を行う等、その 運用を徹底する。 

◇ 学校の設置者及び校長は、学校部活動だけでなく、地域で実施されてい 

るスポーツ・文化芸術活動の内容等も生徒や保護者に周知するなど、生 徒が興

味関心に応じて自分にふさわしい活動を選べるようにする。 

➢ 札幌市教育委員会の部活動の方針から 

◇ 学校は本方針に則り、持続可能な部活動の在り方について検討し、部活
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動の改革に取り組む。 

◇ 札幌市学校教育を踏まえた教育課程との関連を図った活動を通じて、札 

幌市が目指す人間像の実現に努める。 

 

２ 開設する部活動 

 

・ 野球部 

・ 硬式テニス部 

・ サッカー部 

・ 卓球部(夏の中体連終了後廃部) 

・ バスケットボール部 

・ バドミントン部 

・ バレーボール部 

・ 吹奏楽部 

・ 美術部 

 

３ 運営のための体制整備 

・ 部活動に係る活動方針の策定とホームページ等での公表 

・ 体育文化振興会の規約や運営資料のホームページ上での公表 

・ 各部の活動方針一覧のホームページ上での公表 

・ 各部の年間活動計画(活動方針、活動・休養日・参加予定大会の日程等の作成) 

・ 教員以外の部活動指導員、特別外部指導員、外部指導者の積極的な活用を促し、 保護

者に対しても各部の運営への理解と協力を促す。 

・ 部活動顧問は、保護者との情報交換の機会を設けるよう努め、活動方針や活動内 容に

ついての共通理解が図られるように努める。 

・ 入部希望者が少ない部の段階的な廃部について検討する。 

※ 原則として、一つの学年の新入部員が５名未満となった場合は、複数校合同チ ーム

や学校間連携方式などの制度を活用するなどしながら、当該生徒・保護 者と共に段

階的に廃部とすることを検討する。 

・ いわゆる個人部を原則として廃止する。 

※ 原則として、学校内で実質的な活動を行っていない中体連種目については、教 員が

引率だけを行う個人部としても設置せず、当該生徒が所属する地域クラ ブ活動から

大会等に参加する。ただし、所属する地域クラブ活動から中体連大 会に参加できな

い場合については、当該生徒が中体連大会へ参加できない状 況となることから、当

該生徒・保護者と共に教員の最低限の引率について検討 する。 

・ 部活動の運営については、複数の部活動顧問の配置に努め、部活動顧問以外の 教職員

においても可能な限り、部活動運営に協力できる体制を整える。 

・ 部活動顧問会議を適宜開催し、各部の連携を図ることのできる体制を構築すると とも

に、教育活動として意義ある部活動指導の在り方について研修を深める。 

 

４ 指導･運営に当たっての留意点 

(１) 安全の確保と事故防止 

ア 部活動の実施に当たっては、生徒の心身の健康管理(スポーツ障害・外傷 

の予防やバランスのとれた学校生活への配慮等を含む)、事故防止(活動場 所におけ

る施設・設備の点検や活動における安全対策等)及び体罰・ハラスメ ントの根絶を徹

底する。また、活動における事故等の発生時の対応手順につい て確認しておく。 

イ 部活動顧問は、専門的知見を有する各教科担当の教師や養護教諭等と連 

携・協力し、発達の個人差や成長期における体と心の状態及び活動における 安全の

確保等に関する正しい知識を得た上で指導を行う。 

(２) 熱中症、感染症への対応 

ア 熱中症事故の防止の観点から、これまでの札幌市の通知や気象庁の高温注 意情報、

熱中症警戒アラートや暑さ指数等を参考に、高温や多湿時において、 部活動(大会、

練習試合等も含め)が予定されている場合については、活動の 配慮、延期や中止等の

対応をするよう、部活動顧問等に指導を徹底する。 

イ 部活動顧問は、生徒が活動前、活動中、終了後にこまめに水分や塩分を補 給し、休

憩を取るとともに、生徒の健康観察を行うなど、健康管理を徹底する。 また、万一、

熱中症が疑われた場合には、保護者との連携を図りつつ、体温の 冷却、病院への搬

送等、適切な対応を徹底する。 

(３) バランスのとれた活動 

ア 部活動顧問は、部活動には様々な競技力や技術力をもった生徒が集まり、多 

様な技能レベルや多様なニーズがあることを理解した上で、参加するどの生 徒にも、

持続可能な活動となるように配慮した部活動運営を心掛ける。 

イ 運動部活動指導者は、スポーツ医・科学の見地からトレーニング効果を得る 

ために休養を適切に取ることが必要であること、また、過度の練習がスポーツ 障害

や外傷のリスクを高め、必ずしも体力・運動能力の向上につながらないこ と等を正

しく理解するとともに、生徒の体力の向上や、生涯を通じてスポーツ に親しむ基礎

を培うことができるよう、生徒とコミュニケーションを十分に図り、 生徒がバーン

アウトすることなく、それぞれの目標を達成できるよう、競技種目 の特性等を踏ま

えた科学的トレーニングの積極的な導入等により、休養を適 切に取りつつ、 限られ

た時間の中で効果的な指導を行う工夫をする 。 

ウ 文化部活動指導者は、生徒のバランスのとれた健全な成長の確保の観点か 

ら休養を適切に取ることが必要であること、また、過度の練習が生徒の心身に 負担

を与え、文化部活動以外の様々な活動に参加する機会を奪うこと等を正 しく理解す

るとともに、生徒の芸術文化等の能力向上や生涯を通じて芸術文 化等に親しむ基礎

を培うことができるよう、生徒とコミュニケーションを十分に 図り、生徒がバーン

アウトすることなく、それぞれの目標を達成できるよう、分 野の特性等を踏まえた

合理的でかつ効果的・効率的なトレーニングの導入等 により、限られた時間の中で

効果的な指導を行う工夫をする。
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(４) 女子の指導上の配慮 

女子の指導に当たっては、女性特有の健康問題(利用可能エネルギー不足、 

無月経、骨粗しょう症、貧血等)の予防対策に関する正しい知識を得た上で行う。 

 

５ 部活動の活動基準 

 

・ スポーツ庁、文化庁のガイドラインに示された活動基準を順守する。 

・ 札幌市教育委員会の部活動の方針に示された活動基準を順守する。 

 

６ その他 

 

・ 部活動の在り方については、従来の形から持続可能な形への移行を目指している 

過渡期にあり、札幌市内を含め、全国的に様々な動きが見られる。本校としても、引 

き続き、全市的な状況も見ながら、単一の学校による部活動の実施にこだわること 

なく、生徒のスポーツ・文化活動を持続可能としていくことを前提として、関係する 

生徒、保護者と共に部活動の在り方について継続して検討していく。

 

 

 

【札幌市立学校における部活動活動基準】 

１．少なくとも月に １ 回は、学校として平日にすべての部活動の休養日を設 定する。 

２．毎週、土曜日及び日曜日(以下「週末」という。)のいずれかを休養日と する。 

３．少なくとも週に １ 日は、平日に休養日を設定する。 

４．通常の活動時間は、長くとも平日 ２ 時間程度とする。 

５．土日、祝日、長期休業期間中の活動時間は、長くとも３ 時間程度とする。 

６．長期休業期間中の休養日の設定は学期間中に準じた取扱いとし、生徒が十分な休養 

を取ることができるとともに、部活動以外にも多様な活動 を行うことができるよう、 

ある程度長期の休養期間(オフシーズン)を設ける。 

７．週末に大会参加等で休養日を設定せずに活動した場合には、休養日を 他の日に振り 

替える。 

 

※ 過重な活動とならないよう留意する。 

※ 参加する試合や大会、コンクール、発表会、地域の行事、催し等については、教育上 

の意義や、生徒や部活動顧問の過度な負担とならないことを 考慮して、精査する。 

 

・ 朝の練習と放課後の練習を両方行う場合は、合計した活動時間をもって、活動時間と考 

え、過重な活動とならないよう留意する。 

・  大会やコンクール、地域の行事・催事への参加等で活動時間が超過となる場合は、 他の 

日にその分の休養日、休養時間を振り替える。(１週間の活動時間は、１１時 間程度で 

あることに留意する。) 
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